
愛媛の道路
2018

愛媛県 土木部 道路都市局

一般県道鳥井喜木津線　亀浦バイパス
2017.3.22 全線開通

（今治市・上島町）

（伊方町）

松山外環状道路（空港線）
2017.9.18 側道部 （国道 56号～松山空港）開通

“しまなみ海道” 来島海峡大橋
2018.10.28 サイクリングしまなみ 2018 開催

（松山市）

松山市道花園町線（花園町通り）
2017.9 無電柱化・道路空間再配分事業完成

（松山市）
松山空港

空港線

国道 56号

インター線



１　地形と自然
　県土は、四国の脊梁山脈に沿って東西約160㎞と細長い地形で構成されて
おり、総面積は5,676㎢であり、全国26位の広さを有し、県土の約70%が林野と
なっています。形状は東予地方が長さ約60㎞、約15㎞、中予と南予が短径約80
㎞、長径120㎞、幅約40㎞の台形を組み合わせた形状で、全土が石鎚山（標高
1,982m)をはじめ四国カルスト等の険しい山岳地形となっています。
　また、瀬戸内海や宇和海には大小200余りの島々が点在し、有数の離島県 
となっています。

２　人ロ・文化
　本県の人口は1,355千人であり、その分布は、東予：470千人(35%)、中予：641
千人(47%)、南予·244千人(18%)となっています。(H30.4.1 愛媛県推計人口）
　平成30年4月1日現在は、11市9町の20市町で構成されており、主に、東予は
工業、中予はサービス業、南予は農林漁業が盛んな土地柄となっています。

３　地質
　本県の地質は、県土の長軸方向をほぼ平行に縦走する中央構造線・御荷鉾構造線・佛像構造線により4地区に区分され、5つ
の地質帯で構成されています。（和泉層群、領家帯、三波川変成岩帯、秩父古生帯、四万十中村帯）これらは、いずれも風化剥離
性の高い脆弱な地質であり、特に本県の大部分を占める三波川変成岩帯は、変成、圧砕の影響を受けて複雑な地質構造となり、
地滑りや崩壊の多発地帯となっています。このため台風や豪雨等による災害を受けやすくなっています。

１　地形と自然

1  愛媛の概要

3  道路の予算
●道路の予算
　　本県の道路関係予算は、昨今の厳しい財政状況に
よって年々減少しており、現在では、ピークであった
平成７年度の５分の１程度となっています。

　　他の都道府県に比べ道路整備が遅れている本県で
は、安定的な道路財源の確保と、限られた予算の効果
的な活用が必要です。

平成7年度
（ピーク時）
1,634億円
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注１）予算は前年度からの繰越し分を除く。
注２）道路建設課、道路維持課、都市整備課の所管事業。
注３）少数第一位を四捨五入しているので、内訳と計が一致しないものがある。

（億円）
（6月補正含む）



2  道路の状況

4  愛媛県の道路の整備方針

　本県の道路整備は、「愛媛の未来づくりプラン（第六次
愛媛県長期計画）」をはじめとする各種長期計画に基づき
進めています。高規格幹線道路等の広域・高速ネット
ワーク整備による広域的な交流・連携を推進するととも
に、生活道路網の整備促進により、県民の皆さんの安心
で快適な暮らしを支えます。

　このような状況に対応するため、様々な分野の有識者
で構成する「愛媛県道路懇談会」での議論や、パブリック
コメ ントによる県民の皆さんのご意見等を踏まえ、平成28
年2月に、今後、概ね10年間の道づくりの方向性を示した
「愛媛 道ビジョン 2016」を策定しました。
　この新たな「愛媛 道ビジョン」では、基本方向として、次
の3本柱を立てて道路整備に取り組みます。
　　　«Ⅰ» 命を守る道づくり
　　　«Ⅱ» 暮らしを支える道づくり 
　　　«Ⅲ» 未来を拓く道づくり
　また、実施施策を進める上での推進姿勢として、
　　　１. 重点化
　　　２. 効率化
　　　３. 連携・協働
の3項目を設定して、愛顔あふれる愛媛県の未来のため
の道づくりに取り組みます。

　愛媛県では、平成15年12月に、本県の道づくりの方向
性を示す「愛媛 道ビジョン」を策定し、道路整備を推進し
てきました。
　しかし、策定から10年以上が経過し、東日本大震災を
教訓とする大規模災害への備えや、施設の老朽化など、
その後の社会情勢等の変化を受けた新たな課題が生じ
ています。

１. 道路整備計画の体系

●道路の整備方針

２. 新たな 愛媛 道ビジョン（平成28年2月策定）
　  〜愛顔あふれる愛媛県の未来のための道づくり〜

一般国道及び県道の改良率の推移
全国平均 愛媛県

25年以上の遅れ

　　平成29年4月1日現在の本県における一
般国道は18路線、1,083.8km、また、県道は
243路線、2,886.0kmで両者を合わせた改良
率は75.3%と、平成2年頃の全国平均値とほ
ぼ等しい状況となっており、生活に身近な道
路を中心に整備が遅れているのが現状で
す。（平成28年4月1日現在における本県の
国・県道改良率は、全国41位）
　　また、市町道については、平成29年4月1
日現在で29,284路線、14,243.0kmにも及び、
県内一般道路実延長の78.2%に当たります
が、改良率は51.1%と低い状況にあります。

●道路の状況

１　  高速自動車国道

２　  一般国道・県道

　　本県の高速自動車国道は、平成30年４
月１日現在で四国縦貫自動車道133.7km、
四国横断自動車道52.5kmが供用されてい
ます。
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県ホームページ「愛媛 道ビジョン」　http://www.pref.ehime.jp/h40400/5744/michi_vision2016/index.html



 Topics　 松山外環状道路が順次開通しています！ Topics　 松山外環状道路が順次開通しています！
松山外環状道路の整備

 Topics　 愛媛マルゴト自転車道作戦を進行中です！ Topics　 愛媛マルゴト自転車道作戦を進行中です！

◇県下の20市町にサイクリングコースを28コース設定＜中級者向け11コース、ファミ
リーコース17コース（平成29年度に2コース追加）＞
◇『愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例』の施行(H25. 7. 1)
◇瀬戸内しまなみ海道•国際サイクリング大会の開催（サイクリングしまなみ2018で3回目）
◇姉妹自転車道協定の締結(H26.10.25)瀬戸内しまなみ海道と台湾・日月潭サイクリングコース
   ※しまなみ海道が世界7大サイクリングコースに選定（米CNN旅行サイト）

【愛媛マルゴト自転車道】https://ehime-cycling.jp/HOME
　28コースのコースガイドをはじめ、サイクリストが投稿した情報を幅広く提供す
　る利用者参加型の情報サービスサイトです。
【疾走マップ】http://www.pref.ehime.jp/h30200/kannkoumachidukuri/cycling_map1.html 
　県内全域に設定した中・上級者向けの広域的な11コースと、家族やカップルで楽しめる
　ファミリー向け17コースを掲載したパンフレットがダウンロー ドできます。

●愛媛マルゴト自転車道の整備の４つの柱

●『愛媛マルゴト自転車道』参加型サイクリングサイトの開設

●愛媛マルゴト自転車道の整備

 愛媛県では、サイクリングは“健康”と“生きがい”と“友情”を与えてくれるという「自転
車新文化」を提唱し、瀬戸内しまなみ海道を“サイクリストの聖地”とし、『サイクリングパ
ラダイスえひめ』の実現に向け、県全域で自転車道の整備等を行う「愛媛マルゴト自転
車道」を展開しています。
 具体的には、県と市町が連携して、ブルーライン、コース案内板、マナー喚起標識等を

整備して、安全で快適なサイクリング環境の整備を行っています。

標準断面図 単位：m  (空港線）

松山外環状道路とは、現在の松山環状線の外側
につくる環状道路のことで、松山IC、松山空港、松
山港といった広域交通拠点等を繋ぐなど、都市機
能を向上させる地域高規格道路です。

松山外環状道路の整備により、郊外からは市街
地を通過せずに目的地への移動が可能になるた
め、市街地に用事のない通過交通の市内流入を減
らし、市内の渋滞の解消 ・緩和が期待されます。

これまで、国道33号から国道56号間(4.8km)をイ
ンター線として、国道56号から主要地方道・松山空
港線間(3.8km)を空港線として整備しており、平成30
年度、新たに国道33号から国道11号間（2.0km）を
インター東線として事業化し、国土交通省、愛媛
県、松山市が共同で整備しています。

平成28年12月のインター線自動車専用道路部の
全 線 開 通 と 2 9
年9月の空港線
側道部の一部
開通により、松
山空港と松山IC
間の所要時間
が 約 4 割 短 縮
し、速達性が改
善 し て い る ほ
か、並行路線の
交通事故が減
少する等、事業
効果が発現して
います。



高規格幹線道路等　～ミッシングリンクの解消～高規格幹線道路等　～ミッシングリンクの解消～
本県における高速道路ネットワークの「３つのミッシングリンク」（「四国８の字ネットワーク」、「今治・小松自動車道」、

「大洲・八幡浜自動車道」の未整備区間）を早期に解消し、国土強靭化や地域経済の活性化、広域交流・連携の基盤

となる道路ネットワークを形成するため、高規格幹線道路等の整備促進に努めています。

「四国 ８ の字ネ ッ トワーク 」を骨格と した高速道路
ネッ トワーク を形成する こ と は、四国地方はもと より、
西日本が一体と な った飛躍的な発展に繋が り ま す 。

また、南海 ト ラ フ 地震等の被害想定にお いて 、津波
等によ る深刻な被害が想定 さ れて いる宇和島以南は、
鉄道 も 無 く 、海岸沿いの唯一の幹線道路である国道56
号が津波浸水によ り 寸断 さ れるため、災害に強い道路
ネ ッ ト ワー ク の形成が急務と な っ ています。

　そのため、津島道路の整備を促進する と と も に、四
国８の字ネットワークの未着手区間（内海～宿毛） 
に おけ る ミ ッ シ ン グ リ ンク の解消に向け、早期事業化
を目指し ています。

東九州自動車道（北九州～宮崎）の開通と の相乗効
果に よ る 「九州～ 四国～京阪神」の新たな国土軸の早
期形成を図る と と もに、四国で唯一の原子力発電所に 
おけ る 不測の事態や複合災害等に 備え、多重性・耐災
性に 優れた道路ネ ッ ト ワ ー ク を確保す る ため、大洲・
八幡浜自動車道の全線整備に努めて います。

中国横断自動車道「中国やま な み街道（尾道～松
江）」の全線開通によ り、今治から 瀬戸内しまなみ海道 
（西瀬戸自動車道）を利用し、日本海まで短時間で行け
る よ う に な り ま し た。

し か し な が ら 、「四国 ８ の字ネ ッ ト ワ ー ク 」と の連結
区間で ある今治・小松自動車道（今治道路）がで きて お
らず、ネ ッ ト ワ ーク を活か し きれて いな いため、本州
と 人やモ ノ の動 きの多重性・定時性 ・確実性のア ッ プ
を目指 し、整備促進に努めています。

●「３つのミッシングリンク」の早期解消に向けて

１. 四国８の字ネットワーク

３.大洲 ・八幡浜自動車道

２.今治・小松自動車道



南海トラフ地震等の災害に備える道路の整備南海トラフ地震等の災害に備える道路の整備
南海トラフ地震等の大規模災害に備え、災害に対して安全で信頼性の高い道路網を確保するため、各地域の中心都市や 

防災上重要な施設（防災拠点）を相互に連絡する道路（緊急輸送道路）を優先して、様々な防災対策を総合的・重点的に進め 
ています。

また、発災後、緊急輸送体制を早期に確保し、迅速な応急復旧を可能とするため、愛媛県では平成26年3月に『愛媛県道路 
啓開計画』を策定しました。

 ●緊急輸送道路
緊急輸送道路とは、地震等災害発生後に、救助活動の円滑な実

施や物資輸送の確保を行う上で重要な道路です。主要な都市間及
び他県、防災拠点を連絡する緊急輸送道路を利用し、緊急車両や
救援物資の運搬車等が応急対策活動を行います。

【愛媛県の緊急輸送道路は一次と二次に区分されます】
　一次緊急輸送道路
　　・主要な都市間及び他県と連絡する広域的な幹線道路（高速道路、
　　　国道等）
　　・防災拠点と上記道路を結ぶ道路、及び防災拠点を相互に結ぶ道路
　二次緊急輸送道路
　　・一次緊急輸送道路を補完する道路

【緊急輸送道路の防災対策状況】

●法面防災対策
法面崩壊や落石等の発生する恐れのある

箇所の対策を行っています。

●橋りょう耐震対策
地震により損傷の恐れがある橋りょうの

耐震対策（落橋防止装置の設置等）を行いま 
す。

●トンネル保全対策

●愛媛県道路啓開計画

●緊急輸送道路の整備状況一覧

老 朽 化 し た ト ン ネ ル の 覆 エ コ ン ク リ ー ト
剥落防止や漏水対策等を行います。

『愛媛県道路啓開計画』は、発生の可能性が高まっている南海
トラフ地震等の広域災害が発生した場合に、愛媛県災害対策本
部要綱に基づき、土木対策部及び地方本部土木対策班が、被災
状況に即応して、救援・救助活動を支える緊急輸送体制を早期に
確保するため、「愛媛県道路啓開サポートマップ」を活用し、道路
啓開することを目的としています。

※道路啓開とは、緊急車両のみでも通行できるよう（迂回路も含め）に、 
1車線でもガレキを処理し簡易な段差修正等により、救援ルートを開
けることです。

《道路啓開訓練状況（H29.11月）》

車両移動
（ゴージャッキ使用）

トンネル保全対策

法面防災対策（ロックネット工）

橋梁耐震対策（橋脚巻立工）

法面防災対策（法枠工+ロックネット工）

段差すりつけ
（土のう使用）

工種
要対策
箇所数

606 550 91％
271 264

939 876

97％

93％
62 62 100％

対策済
箇所数

進捗率

法面防災対策
橋梁耐震対策

計

トンネル保全対策

（平成29年度末時点）



ひとにやさしく、みんなが安全に移動できるみちづくりひとにやさしく、みんなが安全に移動できるみちづくり

愛顔（えがお）あふれる街のみちづくり　〜街路の整備〜愛顔（えがお）あふれる街のみちづくり　〜街路の整備〜

●歩道等の整備状況

市街地の歩道及び自転車歩行者道を重点整備することにより、 ひとにやさしい道づくりを推進し、 お年寄りや子どもが
安心して安全に通行できる道路空間を創出します。

また、 交差点改良による渋滞対策や、 無電柱化、 歩行空間のバリアフリー化も推進しています。

県管理道路における歩道等の整備延長は 1,046.9 ㎞で、 歩道整備率は約 29.9％となっています。 全国の歩道整備率は平均

43.0％となっており、 愛媛県は全国４４位と非常に遅れています。（平成28年4月現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※歩道整備率＝歩道整備道路延長／道路延長

街路には主に 5 つの多様な機能があり、 街路整備は 「物
流促進」 ・ 「安全安心」 ・ 「景観環境」 などの効果向上に寄
与します。
まさに、“いい街” は “いい街路 （みち）” から作られます。

● 街路の整備水準

●重点的に進めている交通安全対策

◇観光地での整備事例　一般県道 六軒家石手線：道後地区

・歩道の整備

・車道幅員の拡幅

・景観に配慮した石張舗装

・無電柱化

　中心市街地の事故多発地域で、 自転車歩行者道整備、 交差点改良、 無電柱化などの対策に集中投資しています。
また、 身近な通学路において、 歩道の設置、 路肩のカラー化、 防護柵の設置などにより、 通学児童生徒の安全対策を推進し
ています。

◇通学路での整備事例　主要地方道 壬生川丹原線：北条〜周布

・歩道の整備

・防護柵設置による、自転車

　歩行者と自動車の通行空間

　の分離

本県の街路整備は全国に比べて約 20 年以上遅れています。

※街路整備密度 ：既成市街地 1㎞2 における整備済街路延長

●街路整備の効果

松山外環状道路空港線【松山市】 （都）西町中村線【新居浜市】

（都）花園町線【松山市】

整備前 （Before） 整備後 （After）
【道路空間の再配分】



道路の適正な管理の推進道路の適正な管理の推進
1　 県民との協働による道路環境づくり

地域住民の共有財産である道路の安全で快適な環境を守るため、県民との協働による新しい道路環境づくり「えひめ愛ロー

ド運動」を推進しています。

愛ロード運動の具体的な事業として、ボランティアによる清掃美化活動を行う「サポーター事業」、企画等からの寄付により道

路の除草や照明灯の整備等を行う「スポンサー事業」、地元自治会等に委託して道路の除草を行う「コミュニティ事業」を実施し

ています。

サポーター事業では、244団体（約7,600人）、スポンサー事業では、道路の除草延べ25企業等、また、コミュニティ事業では

56団体が事業に取り組まれており、多くの県民の方々に運動へ参画していただいています。（平成30年3月末現在）

2　 道路施設の老朽化対策
【現状と課題】

【対策】

県管理の道路施設のうち、老朽化の目安となる建設後５０年を経過する施設の割合は、平成30年4月時点で、橋梁32％、ト

ンネル14％であり、10年後には、橋梁51％、トンネル32％となり、20年後には、橋梁68％、トンネル54％を占めるなど、近い将

来、適正な維持管理を行わなければ老朽化による突発的な事故等が発生し、膨大な架替え経費や長時間の通行制限による

社会的損失が生じることが懸念されます。

国が定める統一的な基準により、 ５年に１回の頻度で、 近接目

視による点検を 行 う と と も に、 点検結果等を踏まえ、 メンテナン

スサイクルの取り組みを進め、 「点検」 「診断」 「措置」 「記録」

による施設の適切な維持管理に取り組んでいます。

■橋梁は、 従来の事後的な管理から、 計画的かつ効率的な予

防管理へ転換し、 橋梁の長寿命化による修繕等にかかる経

費のコスト縮減を図るとともに、 地域の道路網の安全性 ・

信頼性を確保するため、 「愛媛県橋梁長寿命化修繕計画」

を策定し、 計画的かつ予防的な修繕等を実施しています。

《橋梁》

現在（2018年） １０年後（2028年） ２０年後（2038年）

（68％）

（54％）

（51％）

（32％）

（32％）

（14％）

《トンネル》

建設後50年を経過する施設数の推移

点 検

診 断

措 置

記 録

スポンサー事業（植栽管理）サポーター事業
（一）松山松前伊予線 （主）壬生川新居浜野田線
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